
　【担当課】えびの市　市民環境課　生活環境係
0984-35-3731（直通） 

災害時には地域の皆さんの助け合いが必要です。

皆さんの善意による災害時協力井戸への登録をお願いします。

https://logoform.jp/f/8FqQO

災害時協力井戸災害時協力井戸
登録募集登録募集
災害時協力井戸
登録募集
　災害により水道施設が被災すると長期間の断水が予想されます。この

間、洗濯やトイレ等に使用する生活用水の不足も懸念されます。そこで市

では、断水したときに皆さんが所有する井戸水を生活用水※として近所の

方々に無償で提供していただく、災害時協力井戸の登録を進めています。

登録できる方

登録の申出方法

市内にある井戸を所有する方又は管理されている方のうち所有

者の同意を得ていて次の要件を満たす方

災害時に生活用水が必要な方に井戸の水を無償で提供できること

現在既に井戸として使用しており、継続して井戸として使用できること

井戸水の色、濁り、臭い等に明らかな異常がないこと

井戸がある区域の自治会及び自主防災組織への情報提供に同意できること

申出書（裏面）に必要事項を記入し、市役所本庁２階　市民環境課生活環境係まで提出、また

は次の２次元バーコードまたはURLから専用電子フォームを開き、必要事項を入力し送信くだ

さい。

※飲用としての提供は除きます。

申出を受けた後、現地確認を経て登録の適否を決定します。

申出書は裏面にあります。



別記様式第 1号（第 3条関係） 

 

災害時協力井戸登録申出書 

年   月   日 

（宛先）えびの市長 

 

住所 

申出者氏名 

連絡先 

 

 

下記の井戸について、災害発生時に生活用水として井戸水を提供するため、えびの市災害時協

力井戸要綱第 3条第 1項の規定に基づき、下記のとおり登録を申し出ます。 

 

記 

 

井戸の所在地 えびの市大字 

行政区域（自治会）  

所有者 

住所  

氏名  

連絡先  

井戸の設備 
□電動ポンプ  □手押しポンプ  □釣瓶  □自家発電機 

□その他（              ） 

 

同意事項 (1) 井戸の所在地に登録標識を掲示することに同意します。 

(2) 井戸の所在地及び所有者等の情報を自治会又は自主防災組織に提供するこ

とに同意します。 

(3) 災害時において、地域住民等が井戸水の提供を受ける際に所在地に立ち入

ることに同意します。 

(4) 申出者と所有者が異なる場合、所有者の了解を得ています。 
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